
0607 2022.8

◉
➊住民税非課税世帯＝基準日（６月１日）

において世帯全員の令和４年度住民税が非課税の世帯
（課税されている人の扶養親族からなる世帯は除く）➋家
計急変世帯＝新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変し、➊の世帯と同様の事情にあると認められ
る世帯
※既に本給付金の支給を受けたことがある世帯などは、
支給対象外

１世帯当たり10万円
住民税非課税世帯は、支給対象世帯の世帯主

宛てに確認書を郵送しています。令和３年12月11日以降
に市内に転入した人がいる住民税非課税世帯および家計
急変世帯は、生活福祉課または総合支所窓口に備え付け
の申請書（市公式ホームページからダウンロード可）に必
要事項を記入の上、必要書類を添付して郵送するか総合
支所窓口へ提出してください　　

９月30日（金）

市臨時特別給付金専用電話　☎0120（100）430
福祉事務所生活福祉課（福祉総務係）　☎0220（58）5552
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国
民
健
康
保
険
制
度
は
、病
気

や
け
が
を
し
た
と
き
に
、医
療
費

な
ど
を
給
付
す
る
医
療
保
険
制
度

で
す
。社
会
保
険
な
ど
他
の
医
療

保
険
加
入
者
や
生
活
保
護
受
給
者

以
外
の
全
て
の
人
が
加
入
し
て
い

ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、税
率
か

ら
算
出
し
た
医
療
保
険
分（
医
療

費
の
支
払
い
に
充
て
る
も
の
）と

後
期
高
齢
者
支
援
金
分（
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
費
用
に
充
て
る

も
の
）、介
護
保
険
分（
介
護
保
険

制
度
の
費
用
に
充
て
る
も
の
）の

合
計
で
す
。令
和
４
年
度
は
、国
の

新
軽
減
制
度
導
入
お
よ
び
法
令
な

ど
の
一
部
改
正
に
伴
い
、次
の
と

お
り
改
正
し
ま
す
。

◉
　

子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
を
図

る
た
め
、小
学
校
入
学
前
の
未
就

学
児
に
係
る
均
等
割
額
を
５
割
減

額
し
ま
す
。ま
た
、前
年
の
所
得
状

況
に
よ
り
法
定
軽
減（
２
割
、５

割
、７
割
）に
該
当
し
て
い
る
場
合

は
、軽
減
後
の
負
担
分
に
つ
い
て

５
割
減
額
し
ま
す
。金
額
な
ど
は

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
計

算
方
法
は
、県
内
一
律
で
２
年
ご

と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。令
和
４
年

度
は
、被
保
険
者
が
等
し
く
負
担

す
る「
均
等
割
額
」と
前
年
の
所
得

に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る「
所
得
割

率
」お
よ
び
年
間
保
険
料
額
の
限

度
額
が

の
と
お
り
改
正
さ

れ
ま
し
た
。
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の
と
お
り
で
す
。な
お
、減

額
申
請
は
不
要
で
す
。
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保
険
税
に
お
け
る
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療
保
険
分
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齢
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係
る
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度
額
を
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と
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し
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　市は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化
していることから、子育て世帯、非課税世帯などに対し、
その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金
を支給します。受給にあたっては、申請が必要な場合と不
要な場合があります。
◉

➊児童扶養手当受給者など（ひとり親世帯）
➋➊以外の令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育
て世帯（ひとり親世帯以外）
※対象児童は、18歳に達する日以後の最初の３月31日ま
での間にある児童。障害児の場合は20歳未満
※詳細は、市公式ホームページを確認ください

児童１人当たり一律５万円
※ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分は、重複しての
給付は受けられません
※児童扶養手当などの４月分受給者には支給済みです
【 子育て支援課または総合支所窓口に備え付け
の申請書（市公式ホームページからダウンロード可）に必
要事項を記入の上、必要書類を添付し、総合支所窓口へ提
出してください
※添付書類は市公式ホームページを確認ください

令和５年２月28日（火）
※２月中に支給要件に該当した人は３月15日（水）

福祉事務所子育て支援課（児童福祉係）　☎0220（58）5562

　

乾
和か

ず

子こ

さ
ん（
迫
町
）、大
浪

し
ず

江え

さ
ん（
米
山
町
）が
７
月
１
日
付

け
で
、法
務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護

委
員
の
委
嘱（
再
任
）を
受
け
ま
し

た
。人
権
擁
護
委
員
は
、人
権
に
関

す
る
相
談
を
受
け
た
り
、学
校
で

人
権
教
室
を
開
い
た
り
す
る
な

ど
、命
の
大
切
さ
や
思
い
や
り
の

心
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
も

ら
う
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま

す
。こ
れ
は
人
権
問
題
で
は
な
い

か
と
感
じ
た
ら
、ひ
と
り
で
悩
ま

ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。相
談
は

無
料
で
、秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。
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午
後
５
時
15
分

▼
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
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０
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０

▼
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ホ
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０

▼
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

市
民
生
活
部
市
民
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ま み

　

２
０
０
６
年
４
月
に
入
社

し
、勤
続
年
数
16
年
。児
童
館
の

子
ど
も
た
ち
の
お
や
つ
調
理
を

担
当
し
て
い
ま
す
。

　

職
場
で
は
、仕
事
が
丁
寧
で
、

面
倒
見
が
い
い
優
し
い
性
格
で

す
。子
ど
も
た
ち
や
保
護
者
と

も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
怠

ら
ず
、仕
事
に
一
生
懸
命
向
き

合
う
小
野
寺
さ
ん
。「
食
を
通
し

て
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見

守
っ
て
い
き
た
い
で
す
」と
調

理
に
励
ん
で
い
ま
す
。

優
良
勤
労
表
彰
を
受
賞


